平成３０年度公共施設状況調査の主な改正箇所
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	

	旧
	新

	
	変更点なし









平成３０年度公共施設状況調査　新旧対照表
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	１１下水道等　（調査表09表）：P.９～１１

	旧
	新

	(1)～(3)　＜略＞
(4)　農業集落排水施設
ア　農業集落排水施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要綱、汚水処理施設整備交付金交付要綱、農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱、むらづくり総合整備事業実施要綱、美しい村づくり総合整備事業実施要綱、村づくり交付金実施要綱又は農村振興総合整備事業等実施要綱による「農業集落排水整備事業」のうち、市町村が事業主体となって設置する施設をいう。

イ～ク　＜略＞
(5)　漁業集落排水施設
　　 ア　漁業集落排水施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要綱、汚水処理施設整備交付金交付要綱、漁業集落環境整備事業実施要領、漁村再生交付金実施要領、平成22年改正前の村づくり交付金実施要綱による「漁業集落排水施設整備事業」のうち、市町村が事業主体となって設置する施設をいう。

イ～ク　＜略＞
(6)　＜略＞
(7)　簡易排水施設
ア　簡易排水施設とは、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱による「簡易排水施設整
備事業」のうち、市町村が事業主体となって設置する施設をいう。
[bookmark: _GoBack]

＜以下、略＞
	(1)～(3)　＜略＞
(4)　農業集落排水施設
ア　農業集落排水施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要綱、汚水処理施設整備交付金交付要綱、農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱、むらづくり総合整備事業実施要綱、美しい村づくり総合整備事業実施要綱、村づくり交付金実施要綱又は農村振興総合整備事業等実施要綱、地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱による「農業集落排水整備事業」のうち、市町村が事業主体となって設置する施設をいう。
イ～ク　＜略＞
(5)　漁業集落排水施設
　　 ア　漁業集落排水施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要綱、汚水処理施設整備交付金交付要綱、漁業集落環境整備事業実施要領、漁村再生交付金実施要領、平成22年改正前の村づくり交付金実施要綱、地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱による「漁業集落排水施設整備事業」のうち、市町村が事業主体となって設置する施設をいう。
イ～ク　＜略＞
(6)　＜略＞
(7)　簡易排水施設
ア　簡易排水施設とは、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱、農山漁村振興交付金（農
山漁村活性化整備対策）実施要領による「簡易排水施設整備事業」のうち、市町村が事業主体と
なって設置する施設をいう。

＜以下、略＞
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